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道
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建
設
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不
在
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投
票
管
理
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置
く
施
設
の
指
定
…
…
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四

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
四

公

告

○
都
市
計
画
の
案
（
八
件
）
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く

り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
・
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
四

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
七
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
は
、
道
路

整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
八
条
第
一
項

第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
、
都
道
（
首

都
高
速
道
路
）
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

つ
い
て
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
及
び
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
東
京
西

局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

首
都
高
速
一
号

二

変
更
の
区
間

品
川
区
東
品
川
二
丁
目
五
番
二
地
先
か
ら
同
区

東
大
井
一
丁
目
二
百
四
十
八
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和7年10月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18404号） ２



（第18404号）東 京 都 公 報令和7年10月8日（水曜日）３



令和7年10月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18404号） ４

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
十
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

ソ
ナ
ー
レ
浜
田
山

杉
並
区
浜
田
山
三
丁
目
二
十
六
番
八

号

菜
の
花
葛
飾
有
料
老
人
ホ
ー

ム

葛
飾
区
奥
戸
九
丁
目
十
六
番
二
号

そ
ん
ぽ
の
家

西
東
京

西
東
京
市
中
町
六
丁
目
五
番
十
二
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し

て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
十
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

有
料
老
人
ホ
ー
ム

篠
崎
明

生
苑

江
戸
川
区
篠
崎
町
二
丁
目
三
十
一
番

三
号

公

告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
用
途
地
域
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

削
除
す
る
部
分

足
立
区
中
川
三
丁
目
地
内

第
一
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

足
立
区
中
川
三
丁
目
及
び
梅
島
三
丁
目

各
地
内

削
除
す
る
部
分

足
立
区
梅
島
三
丁
目
地
内

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

墨
田
区
業
平
五
丁
目
及
び
足
立
区
梅
島

三
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

墨
田
区
業
平
五
丁
目
地
内

準
工
業
地
域

追
加
す
る
部
分

墨
田
区
業
平
五
丁
目
及
び
足
立
区
梅
島

三
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

墨
田
区
業
平
五
丁
目
及
び
足
立
区
梅
島

三
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

足
立
区
梅
島
三
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
墨
田
区
役
所
及
び
足

立
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案

を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

大
崎
駅
東
口
第

品
川
区
大
崎
一
丁
目
地
内
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４
地
区
地
区
計

画

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
三

十
八
号
線

変
更
す
る
部
分

足
立
区
江
北
一
丁
目
、
江
北
二
丁
目
、

江
北
四
丁
目
、
扇
三
丁
目
、
興
野
一
丁

目
、
興
野
二
丁
目
、
西
新
井
本
町
四
丁

目
、
本
木
二
丁
目
、
関
原
三
丁
目
、
梅

田
五
丁
目
、
梅
田
六
丁
目
、
梅
田
七
丁

目
、
梅
田
八
丁
目
、
梅
島
一
丁
目
、
中

央
本
町
一
丁
目
、
中
央
本
町
二
丁
目
、

中
央
本
町
三
丁
目
、
弘
道
一
丁
目
、
弘

道
二
丁
目
、
青
井
一
丁
目
、
青
井
二
丁

目
、
青
井
三
丁
目
、
綾
瀬
四
丁
目
、
綾

瀬
五
丁
目
、
綾
瀬
六
丁
目
、
東
綾
瀬
二

丁
目
、
東
綾
瀬
三
丁
目
、
東
和
一
丁
目
、

東
和
二
丁
目
、
東
和
三
丁
目
、
中
川
三

丁
目
、
中
川
四
丁
目
、
中
川
五
丁
目
、

葛
飾
区
南
水
元
一
丁
目
、
南
水
元
三
丁

目
、
新
宿
六
丁
目
、
東
金
町
一
丁
目
、

東
金
町
二
丁
目
及
び
東
金
町
三
丁
目
各

地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
足
立
区
役
所
及
び
葛

飾
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
放
射

第
三
十
二
号
線

削
除
す
る
部
分

墨
田
区
業
平
四
丁
目
及
び
押
上
一
丁
目

変
更
す
る
部
分

江
東
区
塩
浜
二
丁
目
、
東
陽
二
丁
目
、

東
陽
三
丁
目
、
東
陽
四
丁
目
、
東
陽
五

丁
目
、
東
陽
六
丁
目
、
東
陽
七
丁
目
、

千
石
二
丁
目
、
千
田
、
扇
橋
二
丁
目
、

猿
江
二
丁
目
、
住
吉
二
丁
目
、
毛
利
一

丁
目
、
毛
利
二
丁
目
、
墨
田
区
江
東
橋

三
丁
目
、
江
東
橋
四
丁
目
、
錦
糸
一
丁

目
、
錦
糸
三
丁
目
、
錦
糸
四
丁
目
、
太

平
三
丁
目
、
太
平
四
丁
目
、
横
川
三
丁

目
、
横
川
四
丁
目
、
業
平
三
丁
目
、
業

平
四
丁
目
、
押
上
一
丁
目
、
押
上
三
丁

目
、
京
島
一
丁
目
、
京
島
二
丁
目
及
び

京
島
三
丁
目
各
地
内

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
三

号
線

削
除
す
る
部
分

墨
田
区
業
平
四
丁
目
、
業
平
五
丁
目
及

び
江
東
区
亀
戸
三
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

墨
田
区
業
平
二
丁
目
、
業
平
三
丁
目
及

び
業
平
四
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
墨
田
区
役
所
及
び
江

東
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
放
射

第
十
号
線

削
除
す
る
部
分

北
区
岩
淵
町
地
内

変
更
す
る
部
分

北
区
岩
淵
町
地
内

幹
線
街
路
環
状

第
八
号
線

変
更
す
る
部
分

北
区
岩
淵
町
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
北
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路

幹
線
街
路
放
射

第
六
号
線

削
除
す
る
部
分

千
代
田
区
九
段
南
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
千
代
田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
三
百

二
十
四
号
線

削
除
す
る
部
分

千
代
田
区
外
神
田
一
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
千
代
田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
五
反
田
駅
付
近

広
場
第
一
号

削
除
す
る
部
分

品
川
区
東
五
反
田
一
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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